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(57)【要約】
【課題】操作性を損なうことなく、無線通信のための電
力消費を低減することができる電子機器を実現する。
【解決手段】ＢＲ／ＥＤＲリンク３０１はデバイス間の
コンテンツデータの伝送つまりストリーミングに使用さ
れる。一方、低消費電力のＬＥリンク３０２は、リモー
トデバイスをリモート制御のために使用される。ＳＮＫ
１は、通信モジュール１０１とＳＲＣ２とのＬＥリンク
３０２を確立し、このＬＥリンク３０２を介して再生要
求信号をＳＲＣ２に送信する。そして、ＳＮＫ１は、再
生要求信号を送信した後、通信モジュール１０１とＳＲ
Ｃ２との間にＢＲ／ＥＤＲリンク３０１を確立し、この
ＢＲ／ＥＤＲリンク３０１を介して通信モジュール１０
１とＳＲＣ２との間でデジタルコンテンツデータを転送
する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の物理リンクおよび第２の物理リンクの少なくとも一方を介して信号を無線送受信
するように構成された通信モジュールであって、前記第１の物理リンクを介した信号の無
線送受信のための電力消費は前記第２の物理リンクを介した信号の無線送受信のための電
力消費よりも低い通信モジュールと、
　前記通信モジュールと外部デバイスとの間に前記第１の物理リンクを確立する第１リン
ク制御手段と、
　前記第１の物理リンクを介してデジタルコンテンツデータの再生要求信号を前記外部デ
バイスに送信するリモート制御手段と、
　前記再生要求信号を送信した後、前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間に前記
第２の物理リンクを確立する第２のリンク制御手段と、
　前記第２の物理リンクを介して前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間でデジタ
ルコンテンツデータを転送するデータ転送手段とを具備することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記第２のリンク制御手段は、前記デジタルコンテンツデータの転送が停止された場合
、前記第２の物理リンクを切断することを特徴とする請求項１記載の電子機器。
【請求項３】
　前記第２の物理リンク介した信号の無線送受信は、周波数帯域を分割することによって
得られる複数の第１周波数チャネル間をホッピングする周波数ホッピングによって実行さ
れ、前記第１の物理リンク介した信号の無線送受信は前記周波数帯域を分割することによ
って得られる、前記第１周波数チャネルの数よりも少ない複数の第２周波数チャネル間を
ホッピングする周波数ホッピングによって実行されることを特徴とする請求項１記載の電
子機器。
【請求項４】
　第１の物理リンクおよび第２の物理リンクの少なくとも一方を介して信号を無線送受信
するように構成された通信モジュールであって、前記第１の物理リンクを介した信号の無
線送受信のための電力消費は前記第２の物理リンクを介した信号の無線送受信のための電
力消費よりも低い通信モジュールと、
　前記通信モジュールと外部デバイスとの間に前記第２の物理リンクを確立し、前記第２
の物理リンクを介して前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間でデジタルコンテン
ツデータを転送すると共に、前記第２の物理リンクを介して前記外部デバイスにリモート
制御信号を送信する第１の制御手段と、
　前記リモート制御信号によって前記デジタルコンテンツデータの転送が停止された場合
、前記第２の物理リンクを切断すると共に、前記通信モジュールと前記外部デバイスとの
間に前記第１の物理リンクを確立するリンク制御手段と、
　前記第２の物理リンクが切断されている状態で前記デジタルコンテントデータの再生開
始イベントが発生した場合、再生要求信号を前記第１の物理リンクを介して前記外部デバ
イスに送信すると共に前記第１の物理リンクを切断し、且つ前記デジタルコンテンツデー
タの転送を再開するために前記通信モジュールと前記リモートデバイスとの間に前記第２
の物理リンクを再確立する第２の制御手段とを具備することを特徴とする電子機器。
【請求項５】
　前記第２の物理リンク介した信号の無線送受信は、周波数帯域を分割することによって
得られる複数の第１周波数チャネル間をホッピングする周波数ホッピングによって実行さ
れ、前記第１の物理リンク介した信号の無線送受信は前記周波数帯域を分割することによ
って得られる、前記第１周波数チャネルの数よりも少ない複数の第２周波数チャネル間を
ホッピングする周波数ホッピングによって実行されることを特徴とする請求項４記載の電
子機器。
【請求項６】
　電子機器と外部デバイスとの間の無線通信を制御する通信制御方法であって、前記電子
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機器は、第１の物理リンクおよび第２の物理リンクの少なくとも一方を介して信号を無線
送受信するように構成され、前記第１の物理リンクを介した信号の無線送受信のための電
力消費は前記第２の物理リンクを介した信号の無線送受信のための電力消費よりも低い通
信モジュールを含んでおり、
　前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間に前記第１の物理リンクを確立するステ
ップと、
　前記第１の物理リンクを介してデジタルコンテンツデータの再生要求信号を前記外部デ
バイスに送信するステップと、
　前記再生要求信号を送信した後、前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間に前記
第２の物理リンクを確立するステップと、
　前記第２の物理リンクを介して前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間でデジタ
ルコンテンツデータを転送するステップとを具備することを特徴とする通信制御方法。
【請求項７】
　前記デジタルコンテンツデータの転送が停止された場合、前記第２の物理リンクを切断
するステップをさらに具備することを特徴とする請求項６記載の通信制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は一般に無線通信機能を有する電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、電子機器間を接続するケーブルに取って代わることを目的とした様々な無線通信
技術が開発されている。この無線通信技術には、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標
）、または他の様々な近距離無線通信方式がある。
【０００３】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈでは、オーディオ／ビデオ・リモート・コントロールプロファイル
（ＡＶＲＣＰ）が規定されている。ＡＶＲＣＰは、オーディオまたはビデオのようなコン
テントデータの再生をリモート制御するために使用される。このＡＶＲＣＰは、コンテン
トデータの再生に関する操作性を高めることを可能にする。
【０００４】
　ところで、一般に、音楽プレーヤ、ワイヤレスヘッドセットのようなポータブル機器は
、低コスト、低消費電力を要求する。
【０００５】
　特許文献１には、映像音声データを無線送信する装置が開示されている。この装置は、
２．４ＧＨｚまたは５．２ＧＨｚの帯域を使用する広帯域通信部と、４００ＭＨｚまたは
１．２ＧＨｚの帯域を使用する狭帯域通信部とを備えている。広帯域通信部は、映像音声
データを無線送信するために使用される。一方、狭帯域通信部は、広帯域通信部をオン／
オフするために使用される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００５－２２３４４３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかし、特許文献１の装置では、リモート制御を行うための構成については考慮されて
いない。よって、操作性を損なうことなく、無線通信のための電力消費を低減するための
新たな技術の実現が必要である。
【０００８】
　本発明は上述の事情を考慮してなされたものであり、操作性を損なうことなく、無線通
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信のための電力消費を低減することができる電子機器および通信制御方法を提供すること
を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の課題を解決するために、本発明の電子機器は、第１の物理リンクおよび第２の物
理リンクの少なくとも一方を介して信号を無線送受信するように構成された通信モジュー
ルであって、前記第１の物理リンクを介した信号の無線送受信のための電力消費は前記第
２の物理リンクを介した信号の無線送受信のための電力消費よりも低い通信モジュールと
、前記通信モジュールと外部デバイスとの間に前記第１の物理リンクを確立する第１リン
ク制御手段と、前記第１の物理リンクを介してデジタルコンテンツデータの再生要求信号
を前記外部デバイスに送信するリモート制御手段と、前記再生要求信号を送信した後、前
記通信モジュールと前記外部デバイスとの間に前記第２の物理リンクを確立する第２のリ
ンク制御手段と、前記第２の物理リンクを介して前記通信モジュールと前記外部デバイス
との間でデジタルコンテンツデータを転送するデータ転送手段とを具備することを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、操作性を損なうことなく、無線通信のための電力消費を低減すること
ができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の一実施形態に係る電子機器と外部機器との間の無線接続を説明するため
のブロック図。
【図２】同実施形態の電子機器のシステム構成例を示すブロック図。
【図３】同実施形態の電子機器と外部機器との間で実行される無線通信動作の手順を示す
図。
【図４】同実施形態の電子機器と外部機器との間の無線接続の他の例を説明するためのブ
ロック図。
【図５】図４の無線接続を介して実行される無線通信動作の手順の一部を示す図。
【図６】図４の無線接続を介して実行される無線通信動作の手順の残りの部分を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して、本発明の実施形態を説明する。　
　図１には、本発明の一実施形態に係る電子機器によって提供される無線通信技術を用い
て実現される、２つの電子機器間の無線接続の例が示されている。この無線接続は、例え
ば、２つの電子機器間でデジタルコンテンツデータを転送するために、つまり、デジタル
コンテンツデータのストリーミングのために使用される。デジタルコンテンツデータは、
例えば、オーディオデータ、ビデオデータ、または他の各種メディアデータである。ここ
では、２つの電子機器間の無線接続を介してオーディオデータのストリーミングを行う場
合を想定する。
【００１３】
　図１において、シンクデバイス（ＳＮＫ）１はオーディオデータを無線受信する電子機
器である。シンクデバイス１は、例えば、ワイヤレスヘッドフォン、ワイヤレススピーカ
、他の各種ワイヤレスデバイスであってもよい。ソースデバイス（ＳＲＣ）２はオーディ
オデータを無線送信する電子機器である。ソースデバイス（ＳＲＣ）２は、例えば、オー
ディオプレーヤ、他の各種ワイヤレスデバイスであってもよい。
【００１４】
　ＳＮＫ１は、リモートデバイス（外部デバイス）との無線通信を行う通信モジュール１
０１を備えている。通信モジュール１０１は、第１の物理リンクおよび第２の物理リンク
の少なくとも一方を介して信号を無線送受信するように構成されている。第１の物理リン
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クを介した信号の無線送受信のための電力消費は、第２の物理リンクを介した信号の無線
送受信のための電力消費よりも低い。
【００１５】
　より詳しくは、通信モジュール１０１は、電力消費の異なる２つのベースバンド（物理
層）、つまり、第１および第２のベースバンド、をそれぞれをサポートできるように構成
されている。第１のベースバンドによって提供される物理リンクは上述の第１の物理リン
クである。また第２のベースバンドによって提供される物理リンクは上述の第２の物理リ
ンクである。第１の物理リンクおよび第２の物理リンクのどちらもＩＳＭバンドのような
周波数帯域を使用し得る。第１のベースバンドによって提供される第１の物理リンクのデ
ータ伝送レート（データレートとも云う）は第２のベースバンドによって提供される第２
の物理リンクのデータ伝送レートよりも低い。その反面、第１の物理リンクの確立および
切断の各々に要する時間は、第２の物理リンクの確立および切断の各々に要する時間より
も短い。
【００１６】
　通信モジュール１０１は、これら２つのベースバンド、つまり２つの物理リンクをサポ
ートするために、２つのモジュール１０２，１０３を備えている。モジュール１０２は第
２の物理リンクをローカルデバイス（ＳＮＫ１）とリモートデバイス（ＳＲＣ２）との間
に確立し、第２の物理リンクを介して信号を無線送受信する。モジュール１０３は低消費
電力、低コストである第１の物理リンクをローカルデバイス（ＳＮＫ１）とリモートデバ
イス（ＳＲＣ２）との間に確立し、第１の物理リンクを介して信号を無線送受信する。
【００１７】
　２つのモジュール１０２，１０３のどちらも、同じ通信方式、例えば、周波数ホッピン
グを用いた無線通信方式を使用する。モジュール１０２は、ＩＳＭバンドのような周波数
帯域を例えば１ＭＨｚ毎に分割することによって得られるｍ個の周波数チャネルを選択的
に使用する。一方、モジュール１０３は、ＩＳＭバンドのような周波数帯域を例えば２Ｍ
Ｈｚ毎に分割することによって得られるｎ個の周波数チャネルを選択的に使用する。ここ
で、ｎはｍよりも小さい。つまり、第２の物理リンクを介した信号の無線送受信はｍ個の
周波数チャネル間をホッピングする周波数ホッピングによって実行され、第１の物理リン
クを介した信号の無線送受信はｎ個の周波数チャネル間をホッピングする周波数ホッピン
グによって実行される。このように、モジュール１０３は、モジュール１０２よりも少な
い周波数チャネル間でホッピングを行う。このことも、モジュール１０３がモジュール１
０２よりも低消費電力である理由の一つである。
【００１８】
　通信モジュール１０１は、例えば、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈモジュールによって実現するこ
とが出来る。　
　この場合、モジュール１０２は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈのベーシックレート（ＢＲ）また
はエンハンスドデータレート（ＥＤＲ）に対応する無線送受信機であるＢＲ／ＥＤＲモジ
ュールとして実現し得る。ＢＲ／ＥＤＲモジュールは、最大で約２～３Ｍｂｐｓでの通信
を行うことができる。ＢＲ／ＥＤＲは、物理層（ベースバンド）、リンクマネージャ、ホ
ストコントローラインタフェース（ＨＣＩ）等を含む。一方、モジュール１０３は、Ｂｌ
ｕｅｔｏｏｔｈのＶｅｒｓｉｏｎ４．０として新たに策定されたＬｏｗ　Ｅｎｅｒｇｙ（
ＬＥ）に対応する無線送受信機であるＬＥモジュールとして実現し得る。ＬＥモジュール
は、最大で約１Ｍｂｐｓでの通信を行うことができる。ＬＥモジュールは、物理層（ベー
スバンド）、リンクマネージャ、ホストコントローラインタフェース（ＨＣＩ）等を含む
。
【００１９】
　以下では、モジュール１０２がＢＲ／ＥＤＲモジュールとして実現されており、モジュ
ール１０３がＬＥモジュールとして実現されている場合を想定する。
【００２０】
　ＢＲ／ＥＤＲモジュールおよびＬＥモジュールのどちらも単独で動作することが出来る
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。換言すれば、あるデバイスのＢＲ／ＥＤＲモジュールは他のデバイスのＢＲ／ＥＤＲモ
ジュールと無線通信することができる。また、あるデバイスのＬＥモジュールは他のデバ
イスのＬＥモジュールと無線通信することができる。
【００２１】
　このため、通常は、デバイス間の無線通信においては、ＢＲ／ＥＤＲモジュールとＬＥ
モジュールとは排他的に用いられる。
【００２２】
　これに対し、本実施形態では、デバイス間の無線通信は、ＢＲ／ＥＤＲモジュール同士
の通信と、ＬＥモジュール同士の通信との組み合わせによって実行される。より詳しくは
、ＳＮＫ１は、通信モジュール１０１とＳＲＣ２との第１の物理リンク（ＬＥリンク）３
０２を確立し、このＬＥリンク３０２を介してデジタルコンテンツデータ（例えば、オー
ディオデータ）の再生要求信号をＳＲＣ２に送信する。そして、ＳＮＫ１は、再生要求信
号を送信した後、通信モジュール１０１とＳＲＣ２との間に第２の物理リンク（ＢＲ／Ｅ
ＤＲリンク）３０１を確立し、この第２の物理リンク（ＢＲ／ＥＤＲリンク）３０１を介
して通信モジュール１０１とＳＲＣ２との間でデジタルコンテンツデータを転送する。具
体的には、ＳＮＫ１は、ＢＲ／ＥＤＲリンク３０１を介してＳＲＣ２からデジタルコンテ
ンツデータを受信する。
【００２３】
　このように、本実施形態では、ＢＲ／ＥＤＲリンク３０１はデバイス間のコンテンツデ
ータの伝送つまりストリーミングに使用される。一方、ＬＥリンク３０２は、リモートデ
バイスをリモート制御、例えば、コンテンツデータの再生、停止（ポーズも含）等、する
ために使用される。このリモート制御は、ＳＮＫ１に設けられたキー１０４の操作に応じ
て実行される。キー１０４としては、例えば、１個以上のボタンスイッチ等を利用し得る
。
【００２４】
　ストリーミングとリモート制御とに異なる物理リンクを用いる本実施形態の構成は、Ｂ
Ｒ／ＥＤＲリンク３０１を使用することなく、省電力のＬＥリンク３０２を通じてＳＮＫ
１からＳＲＣ２をリモート制御することを可能にする。さらに、再生開始要求信号をＬＥ
リンク３０２を通じてＳＮＫ１からＳＲＣ２へ送信することにより、ストリーミングのた
めのＢＲ／ＥＤＲリンク３０１を任意のタイミングで確立することを可能にする。
【００２５】
　したがって、例えば、リモート制御のためのＬＥリンク３０２のみを最初に確立してお
き、ストリーミングの開始又は再開時に、ストリーミングのためのＢＲ／ＥＤＲリンク３
０２を確立することができる。よって、例えばストリーミングの停止（ポーズ）期間中に
おいては、ＬＥリンク３０２のみが確立されていればよく、ＢＲ／ＥＤＲリンク３０２は
切断しておくことが出来る。このことにより、ストリーミングの停止（ポーズ）期間中に
おいては、ＢＲ／ＥＤＲリンク３０１による無線通信によって消費される電力、つまり待
機電力を低減することが可能となる。さらに、ストリーミングデータとオーディオリモー
トコントロールデータがそれぞれ別々の物理リンク上で送受信されるので、オーディオリ
モートコントロールの要求および応答の速度が速くなり、操作性の向上を図ることが可能
となる。よって、操作性を損なうことなく、無線通信のための電力消費を低減することが
可能となる。
【００２６】
　ＳＲＣ２の通信モジュール２０１も、ＢＲ／ＥＤＲモジュール２０２とＬＥモジュール
２０３とを備えている。ＢＲ／ＥＤＲモジュール２０２は上述のＳＮＫ１のＢＲ／ＥＤＲ
モジュール１０２と同様の機能を有しており、またＬＥモジュール２０３は上述のＳＮＫ
１のＬＥモジュール１０３と同様の機能を有している。
【００２７】
　Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈにおいては、オーディオストリーミングのためのプロファイルとし
てＡ２ＤＰ（Advanced Audio Distribution Profile）が規定され、またリモートコント
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ロールのためのプロファイルとしてＡＶＲＣＰ（Audio Video Remote Control Profile）
が規定されている。本実施形態においては、オーディオストリーミングのためのＡ２ＤＰ
接続３０３は、ＢＲ／ＥＤＲモジュール１０２，２０２間に確立されたＢＲ／ＥＤＲリン
ク３０１上にセットアップされる。リモート制御のためのＡＶＲＣＰ接続３０４は、ＬＥ
モジュール１０３，２０３間に確立されたＬＥリンク３０３にセットアップされる。
【００２８】
　なお、以上の説明では、ＳＮＫ１がＡＶＲＣＰのリモートコントローラとして動作し、
ＳＲＣ２がＡＶＲＣＰのターゲットとして動作する場合を想定したが、ＳＲＣ２がＡＶＲ
ＣＰのリモートコントローラとして動作し、ＳＮＫ１がＡＶＲＣＰのターゲットとして動
作してもよい。本実施形態の電子機器は、リモートコントローラの役割を有するＳＮＫ１
として実現してもよいし、リモートコントローラの役割を有するＳＲＣ２として実現して
もよい。
【００２９】
　次に、図２を参照して、本実施形態の電子機器によって実現されるＳＮＫ１のシステム
構成の例を説明する。
【００３０】
　ＳＮＫ１は、上述の通信モジュール１０１およびキー１０４に加え、システム制御部１
１１、メモリ１１２、およびサウンド出力部１１３を備えている。システム制御部１１１
はＣＰＵ１１１ａを備えている。ＣＰＵ１１１ａは通信モジュール１０１のホストとして
動作する。このＣＰＵ１１１ａは、メモリ１１２に格納される通信制御プログラムを実行
する。この通信制御プログラムは、通信モジュール１０１を制御するためのプログラムモ
ジュールとして、Ａ２ＤＰ制御部１２１、ＡＶＲＣＰ制御部１２２、およびリンク制御部
１２３を備えている。
【００３１】
　Ａ２ＤＰ制御部１２１は、デバイス間のＡ２ＤＰ接続を確立し、このＡ２ＤＰ接続を介
してオーディオデータの伝送を実行する。ＡＶＲＣＰ制御部１２２は、デバイス間のＡＶ
ＲＣＰ接続を確立し、デジタルコンテンツデータの再生等をリモート制御するための制御
信号をリモートデバイスに送信する。リンク制御部１２３は、ＬＥリンクの確立および解
除（切断）を実行するための第１のリンク制御部と、ＢＲ／ＥＤＲリンクの確立および解
除（切断）を実行するための第２のリンク制御部とを含む。第１のリンク制御部はＬＥリ
ンク確立部１３３とＬＥリンク切断部１３４とを含む。ＬＥリンク確立部１３３はＬＥモ
ジュール１０３，２０３間のＬＥリンク３０２を確立するための手順を実行し、ＬＥリン
ク切断部１３４はこの確立されたＬＥリンク３０２を切断するための手順を実行する。第
２のリンク制御部は、ＢＲ／ＥＤＲリンク確立部１３１とＢＲ／ＥＤＲリンク切断部１３
２とを含む。ＢＲ／ＥＤＲリンク確立部１３１はＢＲ／ＥＤＲモジュール１０２，２０２
間のＢＲ／ＥＤＲリンク３０１を確立するための手順を実行し、ＢＲ／ＥＤＲリンク切断
部１３２はこの確立されたＢＲ／ＥＤＲリンク３０１を切断するための手順を実行する。
【００３２】
　次に、図３を参照して、本実施形態の通信処理の手順を説明する。図３は、オーディオ
ストリーミングを開始し、その後途中でオーディオストリーミングを停止した後に、再度
オーディオストリーミングを再開する場合のシーケンスを示している。
【００３３】
　ＳＲＣ２は、まず、ＢＲ／ＥＤＲリンク接続要求信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ１
０）。これに対してＳＮＫ１はＢＲ／ＥＤＲリンク接続応答信号をＳＲＣ２に無線通信す
る（Ｓ１１）。これにより、ＢＲ／ＥＤＲモジュール１０２とＢＲ／ＥＤＲモジュール２
０２の間にＢＲ／ＥＤＲリンク３０１が確立される。このＢＲ／ＥＤＲリンク３０１は、
例えば、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈのＡＣＬ（非同期リンク）を用いて実現される。ＡＣＬは、
非同期（パケット交換）タイプの物理リンクである。なお、ＳＮＫ１がＢＲ／ＥＤＲリン
ク接続要求信号をＳＲＣ２に無線送信してもよい。
【００３４】
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　次に、ＳＲＣ２は、ＬＥリンク接続要求信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ１２）。こ
れに対してＳＮＫ１はＬＥリンク接続応答信号をＳＲＣ２に無線通信する（Ｓ１３）。こ
れによりＬＥモジュール１０３とＬＥモジュール２０３の間にＬＥリンク３０２が確立さ
れる。このＬＥリンク３０２も、ＢｌｕｅｔｏｏｔｈのＡＣＬを用いて実現される。なお
、ＳＮＫ１がＬＥリンク接続要求信号をＳＲＣ２に無線送信してもよい。
【００３５】
　次に、ＳＲＣ２は、ＢＲ／ＥＤＲリンク３０１上にＡ２ＤＰ接続を設定するためのＡ２
ＤＰ接続要求信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ１４）。これに対してＳＮＫ１はＡ２Ｄ
Ｐ接続応答信号をＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ１５）。これにより、オーディオストリー
ミングデータの送受信を行うためのストリーミング接続、つまり、Ａ２ＤＰ接続が、ＢＲ
／ＥＤＲリンク３０１上に確立され、オーディオデータ、例えば、音楽、のストリーミン
グおよび再生が開始される（Ｓ１６）。ＳＲＣ２はＢＲ／ＥＤＲリンク３０１を介してオ
ーディオデータのストリームを無線送信する。ＳＮＫ１は、ＳＲＣ２からオーディオデー
タのストリームをＢＲ／ＥＤＲリンク３０１を受信しながら、その受信したオーディオデ
ータのストリームをデコードおよび再生する。
【００３６】
　次に、ＳＮＫ１は、ＬＥリンク（ＬＥ　ＡＣＬ）３０２上にＡＶＲＣＰ接続を設定する
ためのＡＶＲＣＰ接続要求信号をＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ１７）。これに対してＳＲ
Ｃ２はＡＶＲＣＰ接続応答信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ１８）。これにより、オー
ディオリモートコントロールのためのコマンド／レスポンスの送受信を行うためのＡＶＲ
ＣＰ接続がＬＥリンク（ＬＥ　ＡＣＬ）３０２上に確立される。
【００３７】
　次にオーディオ聴取を行っているユーザがオーディオストリーミングを停止（一時停止
を含む）するためにキー１０４を操作して再生の停止を指示するイベントを発生させる（
Ｓ１９）。すると、ＳＮＫ１は、ＬＥリンク（ＬＥ　ＡＣＬ）３０２を介して、再生停止
要求信号をＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ２０）。再生停止要求信号は、ＡＶＲＣＰのＰＡ
ＳＳＴＨＲＯＵＧＨコマンドによって実現されている。これに対して、ＳＲＣ２は、ＬＥ
リンク（ＬＥ　ＡＣＬ）３０２を介して、再生停止応答信号をＳＮＫ１に無線送信する（
Ｓ２１）。ＳＮＫ１からの再生停止応答要求信号を受理したＳＲＣ２は、続いて、ＢＲ／
ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１上のＡ２ＤＰ接続を切断するためのＡ２ＤＰ切断要求信号
をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ２２）。これに対してＳＮＫ１はＡ２ＤＰ切断応答信号を
ＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ２３）。これによりＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１上
のＡ２ＤＰ接続は切断され、Ａ２ＤＰによるオーディオストリーミングは停止する（Ｓ２
４）。なお、Ａ２ＤＰ切断要求信号は、ＳＮＫ１が無線送信してもよい。
【００３８】
　オーディオストリーミングが停止した後、ＳＲＣ２は、ＢＲ／ＥＤＲリンク切断要求信
号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ２５）。これに対してＳＮＫ１はＢＲ／ＥＤＲリンク切
断応答信号をＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ２６）。これによりＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣ
Ｌ）３０１は切断される。これでＳＮＫ１とＳＲＣ２の間には、ＡＶＲＣＰに使用されて
いるＬＥリンク（ＬＥ　ＡＣＬ）３０２のみが存在している状態となる。なお、ＢＲ／Ｅ
ＤＲリンク切断要求信号は、ＳＮＫ１が送信しても良い。
【００３９】
　次にユーザが再度オーディオストリーミングを開始させるためにキー１０４を使用して
再生開始を指示するイベントを発生させる（Ｓ２７）。すると、ＳＮＫ１は、ＬＥリンク
（ＬＥ　ＡＣＬ）３０２を介して再生開始要求信号をＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ２８）
。再生停止要求信号は、ＡＶＲＣＰのＰＡＳＳＴＨＲＯＵＧＨコマンドによって実現され
ている。これに対して、ＳＲＣ２は、ＬＥリンク（ＬＥ　ＡＣＬ）３０２を介して、再生
開始応答信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ２９）。続いて、再生開始要求を受理したＳ
ＲＣ２は、ＢＲ／ＥＤＲリンク接続要求信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ３０）。これ
に対してＳＮＫ１はＢＲ／ＥＤＲリンク接続応答信号をＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ３１
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）。これによりＢＲ／ＥＤＲモジュール１０２とＢＲ／ＥＤＲモジュール２０２の間にＢ
Ｒ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１が再び確立される。なお、ＳＮＫ１がＢＲ／ＥＤＲリ
ンク接続要求信号をＳＲＣ２に無線送信してもよい。
【００４０】
　次にＳＲＣ２は、ＢＲ／ＥＤＲリンク３０１上にＡ２ＤＰ接続を設定するためのＡ２Ｄ
Ｐ接続要求信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ３２）。これに対してＳＮＫ１はＡ２ＤＰ
接続応答信号をＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ３３）。これにより、オーディオストリーミ
ングデータの送受信を行うためのストリーミング接続、つまり、Ａ２ＤＰ接続が、ＢＲ／
ＥＤＲリンク３０１上に確立され、オーディオデータ、例えば、音楽、のストリーミング
および再生が再開される（Ｓ１６）。ＳＲＣ２はＢＲ／ＥＤＲリンク３０１を介してオー
ディオデータのストリームを無線送信する。ＳＮＫ１は、ＳＲＣ２からオーディオデータ
のストリームをＢＲ／ＥＤＲリンク３０１を受信しながら、その受信したオーディオデー
タのストリームをデコードおよび再生する。
【００４１】
　本実施形態では、オーディオストリーミングの停止（Ｓ２４）後すぐにＢＲ／ＥＤＲリ
ンク３０１を切断するための処理が実行されているが、オーディオストリーミングの停止
後に間もなく再度再生の要求が発生する場合を考慮して、ある一定時間以上オーディオス
トリーミングが停止していると判断された場合にＢＲ／ＥＤＲリンク３０１を切断するた
めの処理を実行するようにしてもよい。
【００４２】
　また、ここでは、Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈデバイス同士の最初の接続時に必要なペアリング
等の初期登録処理の手順については触れていないが、初期登録処理は、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈで実現されている一般的な方法を用いることができる。また、接続や切断の処理を開始
する側のデバイスについては必ずしも本実施形態に示した方向である必要は無く、いずれ
のデバイス側から接続や切断の処理を開始してもよい。
【００４３】
　図４には、ＳＮＫ１とＳＲＣ２との間の無線接続の他の構成例について説明する。図４
の構成においては、ＢＲ／ＥＤＲモジュール１０２，２０２間のＢＲ／ＥＤＲリンク３０
１上に設定されたＡＶＲＣＰ接続３０５をリモート制御に使用することができる。例えば
、ＢＲ／ＥＤＲリンク３０１上のＡＶＲＣＰ接続３０５は、オーディオストリーミングの
間におけるリモート制御に用いられる。オーディオストリーミングが停止された時は、Ｂ
Ｒ／ＥＤＲリンク３０１が切断され、代わりにＬＥリンク３０２がＬＥモジュール１０３
，２０３間に確立され、そして、ＬＥリンク３０２上のＡＶＲＣＰ接続３０４を介してリ
モート制御が実行される。
【００４４】
　ＳＮＫ１とＳＲＣ２とによって実行される通信処理の概要は以下の通りである。　
　ＳＮＫ１は、通信モジュール１０１とＳＲＣ２との間にＢＲ／ＥＤＲリンク３０１を確
立し、ＢＲ／ＥＤＲリンク３０１を介してＳＮＫ１とＳＲＣ２との間でデジタルコンテン
ツデータを転送すると共に、必要に応じてＢＲ／ＥＤＲリンク３０１を介してＳＲＣ２に
リモート制御信号を送信する。リモート制御信号（再生停止要求信号）によってデジタル
コンテンツデータの転送が停止された場合、ＳＮＫ１は、ＢＲ／ＥＤＲリンク３０１を切
断すると共に、通信モジュール１０１とＳＲＣ２との間にＬＥリンク３０２を確立する。
【００４５】
　デジタルコンテンツデータの転送が停止されている状態、つまりＢＲ／ＥＤＲリンク３
０１が切断されている状態で、デジタルコンテントデータの再生開始イベントが発生した
場合、ＳＮＫ１は、再生要求信号をＬＥリンク３０２を介してＳＲＣ２に送信すると共に
、ＬＥリンク３０２を切断する。そして、ＳＮＫ１は、デジタルコンテンツデータの転送
を再開するために、通信モジュール１０１とＳＲＣ２との間にＢＲ／ＥＤＲリンク３０１
を再確立する。
【００４６】
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　次に、図５および図６を参照して、図４の構成に対応する通信処理の手順の例をより詳
しく説明する。図５および図６は、オーディオストリーミングを開始し、その後途中でオ
ーディオストリーミングを停止した後に、再度オーディオストリーミングを再開する場合
のシーケンスを示している。
【００４７】
　ＳＲＣ２は、まず、ＢＲ／ＥＤＲリンク接続要求信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ１
００）。これに対してＳＮＫ１はＢＲ／ＥＤＲリンク接続応答信号をＳＲＣ２に無線通信
する（Ｓ１０１）。これによりＢＲ／ＥＤＲモジュール１０２とＢＲ／ＥＤＲモジュール
２０２の間にＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１が確立される。なお、ＳＮＫ１がＢＲ
／ＥＤＲリンク接続要求信号をＳＲＣ２に無線送信してもよい。
【００４８】
　次に、ＳＲＣ２は、ＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１上にＡ２ＤＰ接続を設定する
ためのＡ２ＤＰ接続要求信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ１０２）。これに対してＳＮ
Ｋ１はＡ２ＤＰ接続応答信号をＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ１０３）。これによりオーデ
ィオストリーミングデータの送受信を行うためのストリーミング接続、つまり、Ａ２ＤＰ
接続が、ＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１上に確立され、オーディオデータ、例えば
、音楽、のストリーミングおよび再生が開始される（Ｓ１０４）。
【００４９】
　次に、ＳＮＫ１は、ＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１上にＡＶＲＣＰ接続を設定す
るためのＡＶＲＣＰ接続要求信号をＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ１０５）。これに対して
ＳＲＣ２はＡＶＲＣＰ接続応答信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ１０６）。これにより
、オーディオリモートコントロールのためのコマンド／レスポンスの送受信を行うための
ＡＶＲＣＰ接続がＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１上に確立される。オーディオリモ
ートコントロールのためのコマンドは、ＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１を介してＳ
ＮＫ１からＳＲＣ２に無線送信される。
【００５０】
　次にオーディオ聴取を行っているユーザがオーディオストリーミングを停止（一時停止
を含む）するためにキー１０４を操作して再生の停止を指示するイベントを発生させる（
Ｓ１０７）。すると、ＳＮＫ１は、ＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１を介して、再生
停止要求信号をＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ１０８）。これに対して、ＳＲＣ２は、ＢＲ
／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１を介して、再生停止応答信号をＳＮＫ１に無線送信する
（Ｓ１０９）。ＳＮＫ１からの再生停止応答要求を受理したＳＲＣ２は、続いて、ＢＲ／
ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１上のＡ２ＤＰ接続を切断するためのＡ２ＤＰ切断要求信号
をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ１１０）。これに対してＳＮＫ１はＡ２ＤＰ切断応答信号
をＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ１１１）。これによりＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０
１上のＡ２ＤＰ接続は切断され、Ａ２ＤＰによるオーディオストリーミングは停止する（
Ｓ１１２）。なお、Ａ２ＤＰ切断要求信号は、ＳＮＫ１が無線送信してもよい。
【００５１】
　次に、ＳＮＫ１は、使用すべきＡＶＲＣＰ接続を、ＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０
１上のＡＶＲＣＰ接続（図４のＡＶＲＣＰ接続３０５）からＬＥリンク３０２上のＡＶＲ
ＣＰ接続（図４のＡＶＲＣＰ接続３０４）に切り替える。この切替は、例えば、以下の手
順で行われる。
【００５２】
　ＳＮＫ１は、ＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１上のＡＶＲＣＰ接続３０５の切断を
要求するＡＶＲＣＰ切断要求信号をＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ１１３）。これに対して
ＳＲＣ２はＡＶＲＣＰ切断応答信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ１１４）。これにより
ＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１上のＡＶＲＣＰ接続３０５は切断される。続いてＳ
ＲＣ２はＢＲ／ＥＤＲリンク切断要求信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ１１５）。これ
に対してＳＮＫ１はＢＲ／ＥＤＲリンク切断応答信号をＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ１１
６）。これにより、ＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１は切断される。なお、ＳＮＫ１
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がＢＲ／ＥＤＲリンク切断要求信号をＳＲＣ２に無線送信してもよい。
【００５３】
　次に、ＳＲＣ２は、ＬＥリンク接続要求信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ１１７）。
これに対してＳＮＫ１はＬＥリンク接続応答信号をＳＲＣ２に無線通信する（Ｓ１１８）
。これによりＬＥモジュール１０３とＬＥモジュール２０３の間にＬＥリンク３０２が確
立される。なお、ＳＮＫ１がＬＥリンク接続要求信号をＳＲＣ２に無線送信してもよい。
【００５４】
　次に、ＳＮＫ１は、ＬＥリンク（ＬＥ　ＡＣＬ）３０２上にＡＶＲＣＰ接続を設定する
ためのＡＶＲＣＰ接続要求信号をＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ１１９）。これに対してＳ
ＲＣ２はＡＶＲＣＰ接続応答信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ１２０）。これにより、
ＡＶＲＣＰ接続３０４がＬＥリンク（ＬＥ　ＡＣＬ）３０２上に確立される。
【００５５】
　このようにして、ＡＶＲＣＰ接続は、ＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１上のＡＶＲ
ＣＰ接続３０５からＬＥリンク３０２上のＡＶＲＣＰ接続３０４に切り替えられる。これ
でＳＮＫ１とＳＲＣ２の間には、ＡＶＲＣＰに使用されるＬＥリンク（ＬＥ　ＡＣＬ）３
０２のみが存在している状態となる。
【００５６】
　次にユーザが再度オーディオストリーミングを開始させるためにキー１０４を使用して
再生開始を指示するイベントを発生させる（図５のＳ１２１）。すると、ＳＮＫ１は、Ｌ
Ｅリンク（ＬＥ　ＡＣＬ）３０２を介して再生開始要求信号をＳＲＣ２に無線送信する（
Ｓ１２２）。これに対して、ＳＲＣ２は、ＬＥリンク（ＬＥ　ＡＣＬ）３０２を介して、
再生開始応答信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ１２３）。続いて、再生開始要求を受理
したＳＲＣ２は、ＢＲ／ＥＤＲリンク接続要求信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ１２４
）。これに対してＳＮＫ１はＢＲ／ＥＤＲリンク接続応答信号をＳＲＣ２に無線送信する
（Ｓ１２５）。これによりＢＲ／ＥＤＲモジュール１０２とＢＲ／ＥＤＲモジュール２０
２の間にＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１が再び確立される。なお、ＳＮＫ１がＢＲ
／ＥＤＲリンク接続要求信号をＳＲＣ２に無線送信してもよい。
【００５７】
　次に、ＳＲＣ２は、ＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１上にＡ２ＤＰ接続を設定する
ためのＡ２ＤＰ接続要求信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ１２６）。これに対してＳＮ
Ｋ１はＡ２ＤＰ接続応答信号をＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ１２７）。これによりオーデ
ィオストリーミングデータの送受信を行うためのストリーミング接続、つまり、Ａ２ＤＰ
接続が、ＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１上に確立され、音楽のストリーミングおよ
び再生が再開される（Ｓ１２８）。
【００５８】
　次に、ＳＮＫ１は、ＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１上にＡＶＲＣＰ接続を設定す
るためのＡＶＲＣＰ接続要求信号をＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ１２９）。これに対して
ＳＲＣ２はＡＶＲＣＰ接続応答信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ１３０）。これにより
、ＡＶＲＣＰ接続３０５がＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣＬ）３０１上に確立される。
【００５９】
　次に、ＳＲＣ２は、ＬＥリンク切断要求信号をＳＮＫ１に無線送信する（Ｓ１３１）。
これに対してＳＮＫ１はＬＥリンク接続応答信号をＳＲＣ２に無線送信する（Ｓ１３２）
。これによりＬＥモジュール１０３とＬＥモジュール２０３の間のＬＥリンク（ＬＥ　Ａ
ＣＬ３０２が切断される。なお、ＳＮＫ１がＬＥリンク切断要求信号をＳＲＣ２に無線送
信するようにしてもよい。
【００６０】
　以上のように、本実施形態では、ストリーミングの停止に応答して、ＢＲ／ＥＤＲリン
ク（ＡＣＬ）３０１が切断されると共に、ＡＶＲＣＰ接続は、ＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣ
Ｌ）３０１上のＡＶＲＣＰ接続３０５からＬＥリンク３０２上のＡＶＲＣＰ接続３０４に
切り替えられる。よって、ストリーミングが停止されている間の待機電力を低減すること



(12) JP 2011-197822 A 2011.10.6

10

20

30

が出来る。また、ストリーミング中に使用される物理リンクはＢＲ／ＥＤＲリンク（ＡＣ
Ｌ）３０１のみであるので、ストリーミング中の電力消費も低減できる。
【００６１】
　なお、本実施形態では、オーディオストリーミングの停止（Ｓ１１２）後すぐにＡＶＲ
ＣＰの切断処理が実行されているが、この処理に関しては停止後に間もなく再度再生の要
求が行われる場合を考慮して、ある一定時間以上オーディオストリーミングが停止してい
ると判断された場合にＡＶＲＣＰ切断処理が実行されるようにしても良い。また、接続や
切断の処理を開始する側のデバイスについては必ずしも本実施形態に示した方向である必
要は無く、いずれのデバイス側から接続や切断の処理を開始してもよい。
【００６２】
　以上説明したように、本実施形態においては、ＬＥリンク３０２を介した再生要求信号
の送信によって、デジタルコンテンツデータのストリーミングのためのＢＲ／ＥＤＲリン
ク３０１が確立される。したがって、例えば、デジタルコンテンツデータの再生が停止さ
れている間はＢＲ／ＥＤＲリンク３０１を切断しておくことが出来、またリモート制御に
よって容易にデジタルコンテンツデータの転送を開始（再開）することができる。よって
、操作性を損なうことなく、無線通信のための電力消費を低減することができる。
【００６３】
　なお、本実施形態ではＢｌｕｅｔｏｏｔｈを利用する例を例示したが、これに限らず、
２つの物理リンクを利用し得る様々な無線通信方式を利用することが出来る。また、本実
施形態では、オーディオリモートコントロールを行うための無線通信方式としてＢｌｕｅ
ｔｏｏｔｈのＬＥを使用する例を説明したが、その他の無線通信方式、例えば、ＺｉｇＢ
ｅｅ，ＲＦ４ＣＥ、等をオーディオリモートコントロールに利用してもよい。
【００６４】
　また本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要旨
を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示されて
いる複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々の発明を形成できる。例えば、実施
形態に示される全構成要素からいくつかの構成要素を削除してもよい。さらに、異なる実
施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【符号の説明】
【００６５】
　１…シンクデバイス、２…ソースデバイス、１０１，２０１…通信モジュール、１０２
，２０１…ＢＲ／ＥＤＲモジュール、１０３，２０３…ＬＥモジュール、１１１…システ
ム制御部、１２１…Ａ２ＤＰ制御部、１２２…ＡＶＲＣＰ制御部、１２３…リンク制御部
。
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【手続補正書】
【提出日】平成23年7月25日(2011.7.25)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　双方向通信可能な第１の物理リンクと、第２の物理リンクの少なくとも一方を介して信
号を無線送受信するように構成された通信モジュールであって、前記第１の物理リンクを
介した信号の無線送受信のための電力消費は前記第２の物理リンクを介した信号の無線送
受信のための電力消費よりも低い通信モジュールと、
　前記通信モジュールと外部デバイスとの間に前記第１の物理リンクを確立する第１リン
ク制御手段と、
　前記第１の物理リンクを介してデジタルコンテンツデータの再生要求信号を前記外部デ
バイスに送信し、前記第１の物理リンクを介して前記再生要求信号に対する応答信号を受
信するリモート制御手段と、
　前記応答信号を受信した後、前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間に前記第２
の物理リンクを確立する第２のリンク制御手段と、
　前記第２の物理リンクを介して前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間でデジタ
ルコンテンツデータを転送するデータ転送手段とを具備することを特徴とする電子機器。
【請求項２】
　前記第２のリンク制御手段は、前記デジタルコンテンツデータの転送が停止された場合
、前記第２の物理リンクを切断することを特徴とする請求項１記載の電子機器。
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【請求項３】
　前記第１リンク制御手段は、前記第２の物理リンクの切断後に、前記第１の物理リンク
を確立することを特徴とする請求項１または２記載の電子機器。
【請求項４】
　前記第２の物理リンク介した信号の無線送受信は、周波数帯域を分割することによって
得られる複数の第１周波数チャネル間をホッピングする周波数ホッピングによって実行さ
れ、前記第１の物理リンク介した信号の無線送受信は前記周波数帯域を分割することによ
って得られる、前記第１周波数チャネルの数よりも少ない複数の第２周波数チャネル間を
ホッピングする周波数ホッピングによって実行されることを特徴とする請求項１記載の電
子機器。
【請求項５】
　第１の物理リンクおよび第２の物理リンクの少なくとも一方を介して信号を無線送受信
するように構成された通信モジュールであって、前記第１の物理リンクを介した信号の無
線送受信のための電力消費は前記第２の物理リンクを介した信号の無線送受信のための電
力消費よりも低い通信モジュールと、
　前記通信モジュールと外部デバイスとの間に前記第２の物理リンクを確立し、前記第２
の物理リンクを介して前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間でデジタルコンテン
ツデータを転送すると共に、前記第２の物理リンクを介して前記外部デバイスにリモート
制御信号を送信する第１の制御手段と、
　前記リモート制御信号によって前記デジタルコンテンツデータの転送が停止された場合
、前記第２の物理リンクを切断すると共に、前記通信モジュールと前記外部デバイスとの
間に前記第１の物理リンクを確立するリンク制御手段と、
　前記第２の物理リンクが切断されている状態で前記デジタルコンテントデータの再生開
始イベントが発生した場合、再生要求信号を前記第１の物理リンクを介して前記外部デバ
イスに送信すると共に前記第１の物理リンクを切断し、且つ前記デジタルコンテンツデー
タの転送を再開するために前記通信モジュールと前記リモートデバイスとの間に前記第２
の物理リンクを再確立する第２の制御手段とを具備することを特徴とする電子機器。
【請求項６】
　前記第２の物理リンク介した信号の無線送受信は、周波数帯域を分割することによって
得られる複数の第１周波数チャネル間をホッピングする周波数ホッピングによって実行さ
れ、前記第１の物理リンク介した信号の無線送受信は前記周波数帯域を分割することによ
って得られる、前記第１周波数チャネルの数よりも少ない複数の第２周波数チャネル間を
ホッピングする周波数ホッピングによって実行されることを特徴とする請求項５記載の電
子機器。
【請求項７】
　電子機器と外部デバイスとの間の無線通信を制御する通信制御方法であって、前記電子
機器は、双方向通信可能な第１の物理リンクと、第２の物理リンクの少なくとも一方を介
して信号を無線送受信するように構成され、前記第１の物理リンクを介した信号の無線送
受信のための電力消費は前記第２の物理リンクを介した信号の無線送受信のための電力消
費よりも低い通信モジュールを含んでおり、
　前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間に前記第１の物理リンクを確立するステ
ップと、
　前記第１の物理リンクを介してデジタルコンテンツデータの再生要求信号を前記外部デ
バイスに送信し、前記第１の物理リンクを介して前記再生要求信号に対する応答信号を受
信するステップと、
　前記応答信号を受信した後、前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間に前記第２
の物理リンクを確立するステップと、
　前記第２の物理リンクを介して前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間でデジタ
ルコンテンツデータを転送するステップとを具備することを特徴とする通信制御方法。
【請求項８】
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　前記デジタルコンテンツデータの転送が停止された場合、前記第２の物理リンクを切断
するステップをさらに具備することを特徴とする請求項７記載の通信制御方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　上述の課題を解決するために、請求項１に係る電子機器は、双方向通信可能な第１の物
理リンクと、第２の物理リンクの少なくとも一方を介して信号を無線送受信するように構
成された通信モジュールであって、前記第１の物理リンクを介した信号の無線送受信のた
めの電力消費は前記第２の物理リンクを介した信号の無線送受信のための電力消費よりも
低い通信モジュールと、前記通信モジュールと外部デバイスとの間に前記第１の物理リン
クを確立する第１リンク制御手段と、前記第１の物理リンクを介してデジタルコンテンツ
データの再生要求信号を前記外部デバイスに送信し、前記第１の物理リンクを介して前記
再生要求信号に対する応答信号を受信するリモート制御手段と、前記応答信号を受信した
後、前記通信モジュールと前記外部デバイスとの間に前記第２の物理リンクを確立する第
２のリンク制御手段と、前記第２の物理リンクを介して前記通信モジュールと前記外部デ
バイスとの間でデジタルコンテンツデータを転送するデータ転送手段とを具備することを
特徴とする。
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